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議案第１００号 

幸手市都市公園条例の一部を改正する条例 

幸手市都市公園条例（昭和６１年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の(2)の表中「５４０円」を「７８０円」に、「２７０円」を「３９０円」

に、「１８０円」を「２６０円」に、「９０円」を「１３０円」に、「２，４００

円」を「３，６００円」に、「１，２００円」を「１，８００円」に、「１，７５

０円」を「２，６２０円」に、「３，５００円」を「５，２５０円」に、「７，０

００円」を「１０，５００円」に、「２，０００円」を「３，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第３の(2)の表の規定は、この条例の施行の日以後

の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 

  令和６年１１月２９日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

 令和６年７月に改訂した「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」に基づき、

使用料の算定を行ったことに伴う所要の改正をしたいので、この案を提出するもの

である。 


